
消 生 情費 活 報くくららしナビしナビ
発行：横浜市消費生活総合センター“お互いに 一声かけて見守りを！”

SNSをきっかけとしたSNSをきっかけとした
 副業や投資等の「もうけ話」に注意！ 副業や投資等の「もうけ話」に注意！

〔  　　　　　　　〕消費生活相談電話

横浜市消費生活総合センター

045-845-6666 平　日　9：00 ～ 18：00
土・日　9：00 ～ 16：45

相談事例など暮らしに役立つ情報満載！

トラブル防止のポイント

よ はこ ま  令和８年 

4・5月号

　「動画を見るだけで報酬がもらえる」というSNS広告を
見て、副業に登録した。「必ずもうかる」と投資を勧められ
指定の個人口座に２０万円を送金したが、報酬の出金がで
きない。 （相談者：60歳代 男性）

　「“いいね”を押すだけ」「スタンプを送るだけ」などと
簡単な作業の副業サイトに登録後、「高額投資を勧められた」

「追加で費用を請求された」という相談が増えています。
　「簡単に稼げる」「もうかる」ことを強調する広告は、 
うのみにしないようにしましょう。

□ ��お金の送金を求められたらまず疑う！✓
□ ���S N S で 知 り 合 っ た 相 手 に 安 易 に

個人情報を伝えない！
✓

□ 	��副業の話が「投資」にすり替わったら
要注意！

✓
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